
3
平
成
１９
年
６
月
〜
１１
月
生
ま
れ

の
子
と
保
護
者

4
６
月
５
日
（
金
）
午
前
９
時

５０
分
〜
正
午

5
健
康
福
祉
会
館

6
幼
児
期
の
栄
養
と
保
育
に
つ
い

て
の
話
、
試
食
、
グ
ル
ー
プ
相
談

8
２５
組
（
申
し
込
み
順
）

※
一
度
参
加
さ
れ
た
方
や
、
き
ょ

う
だ
い
を
お
連
れ
で
の
参
加
は
ご

遠
慮
下
さ
い
。
試
食
が
あ
り
ま
す

の
で
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
有
無

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

2
電
話
で
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
（
蕁蕁
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

1
健
康
課
蕁
７
２
５
・
５
４
２
２

3
市
内
在
住
、
在
勤
で
１５
歳
以
上

の
方

4
６
月
６
日
（
土
）
午
前
９
時
〜

午
後
１
時

5
健
康
福
祉
会
館
（
駐
車
場
は
あ

り
ま
せ
ん
）

6
心
配
蘇
生
法
、
異
物
除
去
法
、

A
E
D
操
作
法

8
３０
人
（
抽
選
）

7
１
４
０
０
円
（
教
材
費
）

2
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
習
会
名
・
開

催
日
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）

・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
５
月
１８

日
ま
で
（
必
着
）
に
、
健
康
課

（
〒
１９４
│
０
０
１
３
、
原
町
田
５

│
８
│
２１
）
へ
。

1
町
田
消
防
署
蕁
７
２
２
・
０
１

１
９
、
町
田
市
健
康
課
蕁
７
２
５

・
５
４
７
１

里
帰
り
先
や
助
産
所
で
妊
婦
健
診

を
受
診
さ
れ
た
方
へ

　
４
月
１７
日
、
防
衛
省
か
ら
「
空

母
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
艦
載

機
の
着
陸
訓
練
の
実
施
（
４
月
２７

日
〜
５
月
７
日
硫
黄
島
、
場
合
に

よ
り
５
月
５
日
〜
１０
日
厚
木
飛
行

場
ほ
か
）
」
の
通
告
が
あ
り
ま
し

た
。

　
市
は
４
月
２０
日
、
日
本
政
府
に

対
し
、
厚
木
基
地
に
お
け
る
夜
間

連
続
離
着
陸
訓
練
（
Ｎ
Ｌ
Ｐ
）
の

中
止
を
要
請
し
ま
し
た
。

　
詳
細
は
町
田
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
航
空
機
騒
音
に
対
す
る
意
見
・

苦
情
に
つ
い
て
は
、
下
表
の
連
絡

先
に
お
願
い
し
ま
す
。

1
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
蕁
７

２
４
・
５
６
５
６
、
企
画
政
策
課

　
６
月
１
日
か
ら
南
多
摩
斎
場
の

「
式
場
使
用
料
」
を
下
表
の
と
お

り
改
定
し
ま
す
。

　
６
月
１
日
式
場
使
用
分
（
５
月

３１
日
通
夜
使
用
分
）
か
ら
、
適
用

し
ま
す
。
詳
細
は
、
南
多
摩
斎
場

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

m
inam
itam
a-saijyo.jp/

）
を

ご
覧
下
さ
い
。

1
南
多
摩
斎
場
組
合
蕁
７
９
７
・

７
６
４
１

健
康
づ
く
り

1環境保全課蕁724・2711

「町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止に
　関する条例の改正（素案）」

 ご意見ありがとうございました

○募集期間：2月21日～3月19日
○応募者数：19件（個人17件／法人2件）
○ご意見の内容：49件／「条例全体」に関するもの 11件、「喫煙禁止区
域に関するもの 11件、「過料の適用」に関するもの 11件、「その他（市
民への周知等について等） 16件

○いただいたご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。詳細
については町田市ホームページをご覧下さい。また環境保全課（境川
クリーンセンター内）ほか、次の窓口でも資料を配布します。
　市民相談室（市役所本庁舎1階）、市政情報やまびこ（市役所中町分庁
舎1階）、市民協働推進課（町田市民フォーラム3階）、各市民センター、
木曽山崎・玉川学園文化の各センター、各市立図書館、町田市民文学館

　「町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止に関する条例の改正（素案）」の策定にあ
たりパブリックコメントを実施し、ご意見を募集しました。
市民の皆さんから多くの貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。結果の
概要は以下のとおりです。
　いただいたご意見は、「町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止に関する条例」の改
正を行うにあたり参考にさせていただきます。

喫煙は個人の自由であり、マナーを
守ることが先決。喫煙禁止区域内に
喫煙できる場所を複数設ければマ
ナーは守られる。

喫煙禁止区域内には指定された喫煙場所を設けていきま
す。今回の条例改正の目的は、あくまで場所とルールを守
った喫煙に誘導することにあります。

今回の改正素案はあくまで場所とルールを守った喫煙に
誘導することであり、そのためにも適正な喫煙場所は必
要と考えます。

ご意見のとおり事前のマナー啓発及び制度の周知は大切
と考えています。周知期間については検討していきます。

喫煙禁止の例外条項（町田市が設
置した喫煙場所）を削除されたい。
他人に迷惑のかからない場所はない。

市民・来訪者に喫煙マナー啓発を徹
底して、過料施行は1～2年後にする。

種　別 定　員 備考
使用料

ご意見の概要 市の考え方

【式場使用料】 組織市＝町田市・八王子市・多摩市・稲城市・日野市

組織市住民 組織市住民以外

104人

35人

80人

140,000円

50,000円

50,000円

280,000円

100,000円

100,000円

第一式場 祭壇有・新設

祭壇有・新設

祭壇無・既設

第二式場

第三式場

内　　　容
米海軍厚木航空施設
渉外部 0467・78・2664

048・600・1800

042・551・6721

03・3580・3311
（代表）
0120・048・610
（フリーダイヤル）

騒音全般について 北関東防衛局
（代表）
北関東防衛局
横田防衛事務所
外務省　北米局
日米地位協定室
北関東防衛局
企画部　住宅防音課

安保や米軍基地について

住宅防音工事について

機　関　名 連  絡  先  蕁

南
多
摩
斎
場

 式
場
使
用
料
を

改
定
し
ま
す

町
田
に
静
か
な
空
を
返
せ
　

６月の検診のご案内 1健康課蕁725・5178

期　日対　象

24日貉

28日豸

17日貉

18日貅

19日貊

21日豸

22日豺

25日貅

10日貉

11日貅

12日貊

14日豸

15日豺

35歳
以上

40歳
以上

健康福祉
会　　館

100人
1,200円

72人
2,800円

各日
50人
800円

問診、レ
ントゲン
直 接 撮
影、かく
たん検査

問診、レ
ントゲン
間接撮影
（バリウ
ムを飲み
ます）

問診、視
触診、マ
ンモグラ
フィー　
（乳房Ｘ
線撮影）

健康福祉
会　　館

健康福祉
会　　館

鶴川市民
センター

4月1日
～

2010年
3月31日
の誕生日
で40歳
～70歳
の偶数
歳となる
女性

検診
名

定　員
費　用

受診
案内会　場 内　容 受信できない方 申し込み

【共通】①既に何らかの
自覚症状がある方（病院
で受診して下さい）②妊
娠中または妊娠の疑いが
ある方
【肺がん検診】肺に関す
る疾患で経過観察中、治
療中、手術後の方
【胃がん検診】①胃に関
する疾患で経過観察中、
治療中、手術後の方②過
去1年以内に心臓の発作
や脳硬塞等の脳疾患を発
症したことのある方③現
在治療中の急性期の疾患
をお持ちの方④まひなど
があり検診台の上で自力
で回転できない方
【乳がん検診】①乳房に
関する疾患で経過観察中、
治療中の方②豊胸手術を
受けている方③現在授乳
中の方（卒乳後、間もな
い方は健康課までご相談
下さい）④心臓ペースメ
ーカーを装着している方
⑤腰痛や障がい等により
自力でまっすぐに立って
いること（10分）が難
しい方

ハガキ（検診ごと
に１人１枚、封書
も可）に「肺がん
検診申込」「胃が
ん検診申込」また
は「乳がん検診申
込」と書き、住所・
氏名（ふりがな）・
生年月日・電話番
号、胃がん検診ま
たは乳がん検診は
希望会場・希望日
（第3希望まで、
肺がん検診は第2
希望まで）を明記
し、5月7日まで
（消印有効）に健
康課（〒1 9 4ー
0013、原町田5ー
8ー21、健康福祉
会館内）へ

肺
が
ん

胃
が
ん

乳
が
ん

5
月
末
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

受
診
日
の
10
日
前
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

※上記検診はいずれも町田市民で、職場等で検診の機会のない方が対象です。
※肺がん・胃がん検診は年度内（2009年4月～2010年3月）に1回受診できます。
　乳がん検診は2年に1回受診できます。
※定員を超えた場合は、検診日ごとに抽選を行います。抽選にもれた方には5月19日に通知します。
※希望時間の指定はできません。なお6月は男性が先に検診します。
※非負担（無料になる方）については、受診者に郵送される申込書に掲載しています。該当項目確認のうえ「負担・
　非負担」の届出をして下さい。

　
里
帰
り
出
産
等
の
た
め
、
受
診

票
を
使
用
で
き
な
い
医
療
機
関
や

助
産
所
で
妊
婦
健
康
診
査
を
受
診

し
た
方
に
対
し
、
そ
の
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

3
健
診
受
診
日
に
町
田
市
の
住
民

で
あ
る
方

対
象
と
な
る
健
診
４
月
１
日
以
降

に
、
日
本
国
内
の
医
療
機
関
・
助

産
所
で
受
診
し
た
妊
婦
健
康
診
査

及
び
妊
婦
超
音
波
検
査

※
助
産
所
受
診
の
場
合
、
妊
婦
健

康
診
査
受
診
票
の
１
回
目
と
妊
婦

超
音
波
検
査
受
診
票
に
相
当
す
る

健
診
は
対
象
外

申
請
者
妊
婦
さ
ん
本
人
と
そ
の
配

偶
者
、
妊
婦
さ
ん
の
保
護
者
（
未

成
年
か
つ
未
婚
の
場
合
）

◆
提
出
書
類

①
申
請
書

②
請
求
書

③
債
権
者
（
振
込
口
座
）
登
録
依

頼
書
（
既
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ

る
場
合
は
不
要
）

※
①
〜
③
は
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
（
郵
送
に
よ
る
請
求
可
）
。

④
未
使
用
の
受
診
票

⑤
母
子
健
康
手
帳
「
妊
娠
中
の
経

過
（
１
）
・
（
２
）
」
欄
の
写
し

⑥
医
療
機
関
発
行
の
領
収
書
の
原

本
（
受
診
者
氏
名
、
健
診
年
月

日
、
領
収
金
額
、
医
療
機
関
所
在

地
・
名
称
等
記
載
の
も
の
）

◆
申
請
方
法
　
提
出
書
類
を
直
接

ま
た
は
郵
送
で
健
康
課
母
子
保
健

担
当
（
〒
１９４
│
０
０
１
３
、
原
町

田
５
│
８
│
２１
、
健
康
福
祉
会
館

内
）
へ
。

　
後
日
、
助
成
金
の
交
付
決
定
通

知
書
が
送
付
さ
れ
、
指
定
の
口
座

に
助
成
金
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

◆
申
請
期
限
　
出
産
日
（
流
産
・

死
産
の
場
合
最
後
の
健
診
日
）
か

ら
１
年
以
内

1
健
康
課
蕁
７
２
５
・
５
４
２
２

パブリック
コメント
公　表

幼
児
食
講
習
会

助
成
金
交
付
の

お

知

ら

せ

厚
木
基
地
に
お
け
る
夜
間
連
続
離
着

陸
訓
練
（
N
L
P
）
の
中
止
を
要
請

蕁
７
２
４
・
２
１
０
３

普
通
救
命
講
習
会

（3）2009.　5.　  1 ちょっと聞きたい　あれこれコール 町田市コールセンター町田市コールセンター 蕁 0 4 2 ・7 2 4 ・5 6 5 6


